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目

次

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
六
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

組
合
の
名
称

小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
三　

施
行
地
区

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
及
び
小
川
東
町
一
丁
目
各
地
内

四　

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
十
四
番
二
十
七
号
Ｎ
Ｍ
Ｃ
ビ
ル
二
階

令
和
二
年
四
月
十
七
日

五　

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
六
月
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
月
島
三
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告

示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
六
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

組
合
の
名
称

告
　
　
　
示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…	

一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…（
同
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

五

○
職
員
団
体
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
人
事
委
員
会
）…	

五

雑
　
　
　
報

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…	

六

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

月
島
三
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
八
月
七
日
か
ら
令
和
九
年
六
月
三
十
日
ま
で

三　

施
行
地
区

中
央
区
月
島
三
丁
目
地
内

四　

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
月
島
一
丁
目
三
番
二
号　

佃
權
月
島
ビ
ル
七
階

令
和
二
年
八
月
七
日

五　

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
六
月
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
六
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
本
木
北

町
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ

の
化
合
物
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1328番4

1328番1

1328番10

1330番8

1331番5

5度22分26秒

1330番7

5度22分26秒

1328番4

1.2m

1.4m

支点①は、足立区梅田四丁目1328番4の最北端から南に　　

　　　　　1.2ｍ、東に1.4ｍ移動した点とする。

支点②は、足立区梅田四丁目1341番10の最北端とする。

支点③は、足立区関原一丁目921番7の最北端とする。

支点④は、足立区関原一丁目853番5の最北端とする。
支点⑤は、足立区梅田三丁目747番11の最北端とする。

支点⑥は、足立区本木北町2番71の最北端とする。

支点⑦は、足立区本木北町2番 の最北端とする。

【格子の回転角度】

足立区梅田四丁目

足立区関原一丁目

【支点】

北

北

支点①

支点①

支点拡大図

921番7

支点③
　

67度11分57秒

北

853番5

支点④　

北

63度12分00秒

支点②　

3度43分21秒

1341番10

1330番7

1
3
4
1
番
1
6

北

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向

に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線

により構成されている格子を、支点を中心として、右回り

に回転させた角度を示す。

支点①　　5度22分26秒

支点②　　3度43分21秒

支点③　　67度11分57秒

支点④　　63度12分00秒

支点⑤　　76度55分00秒

支点⑥　　0度(無回転)

支点⑦　　9度14分20秒

別　図

【凡例】

筆境

調査対象地

形質変更時要届出区域
(平成29年東京都告示第821号で指定した区域)

単位区画

形質変更時要届出区域
(令和4年東京都告示第1216号で指定した区域)

北

76度55分00秒支点⑤　

足立区梅田三丁目

747番11

足立区本木北町

2番57

2番52

2番532番71

0度0分0秒(無回転)

北

支点⑥　

形質変更時要届出区域
(令和5年東京都告示第876号で指定した区域)

2番93

2番92

北

支点⑦　

形質変更時要届出区域
( 区域)

9度14分20秒



3 令和6年6月6日（木曜日） （第18077号）東　京　都　公　報
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
三
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
六
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
一
丁
目

地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物　

三　

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

北

22度34分45秒

支点

1番19

1番13

1番11
1番12

1番21

1番14

1番15

1番16

1番1

1番2
1番27

1番17

1番7

1番8

1番5

1番18

港区芝浦一丁目1番9

1番
61

1番20

1番10

1番41
1番30

1番44

1番33

1番24

1番37

1番36

1番66

1番66

②

X Y

0 0

1.68 -2.40

①

②

備考

支点

0.42 -6.68

1.91 -10.43

③

④

9.51 -13.87

12.88 -11.41

⑤

⑥

12.05 -1.85

⑦

⑧

※座標値は、港区芝浦一丁目1番9の

最北端を（X,Y)=(0,0）とし、東西方向をX、

南北方向をYとした任意座標である。
4.11 -0.63

【凡例】

：単位区画

：筆境界

：調査対象地

：形質変更時要届出区域

【支点】

 支点は、港区芝浦一丁目1番9の最北端とする。

別 図

【格子の回転角度(22度34分45秒)】

 格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び

 南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m

 間隔で引いた線により構成されている格子を、

 支点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

⑧

③④

⑤

⑥

⑦

①

：指定を解除する区域

(令和2年東京都告示第823号により指定した区域)
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
六
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
北
区
中
十
条
三
丁

目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三　

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

支点

北

71度0分0秒

北区中十条三丁目24番4

敷地境界

単位区画

【凡　例】

指定を解除する区域

【支点】

支点は、北区中十条三丁目24番4の最北端とする。

【格子の回転角度】71度0分0秒

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に引

いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線により構成

されている格子を、支点を中心として、右回りに回転させた

角度を示す。

別図
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二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

愛
知
県
一
宮
市
三
条
字
新
二
十
一

番
地
六

三

代
表
者
の
役
職
及
び
氏
名

代
表　

加
藤　

豊
裕

雑
　
　
　
報

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
六
月
六
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

小
平
市
上
水
本
町
二
丁
目
千
六
百

六
十
三
番
一
、
千
六
百
六
十
四
番

一
、
同
番
三
及
び
千
六
百
六
十
八

番
十
八

新
宿
区
信
濃
町
三
十
二
番
地

創
価
学
会

　

代
表
役
員　
　

長
谷
川
重
夫

三
鷹
市
北
野
四
丁
目
百
十
番
十
九
、

百
十
七
番
一
の
一
部
及
び
同
番
十

（
第
二
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

　

代
表
取
締
役　

小
寺　

一
裕

狛
江
市
岩
戸
南
四
丁
目
五
十
七
番

一
及
び
五
十
八
番
一

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

　

代
表
取
締
役　

松
林　

重
行

職
員
団
体
の
登
録
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五

十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
五
月
二
十
三
日
に
次

の
と
お
り
職
員
団
体
を
登
録
し
た
。

令
和
六
年
六
月
六
日

東
京
都
人
事
委
員
会

一

職
員
団
体
の
名
称

Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
東
京



6令和6年6月6日（木曜日）（第18077号） 東　京　都　公　報 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
告
示
第
六
百
六
十
二
号 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池  

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
千
十
三
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

受
託
銀
行
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行 

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

三 

発
売
の
数
及
び
総
額 

 
 

 
 

 

二
億
四
千
万
枚 

七
百
二
十
億
円 

（
三
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
十
四
単
位 

（
二
十
四
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原
則 

発
売
総
額
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト 

単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

四 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
枚
三
百
円 

五 

証
票
型
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
開
封
式 

六 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
八
月
八
日
ま
で 

七 

抽
せ
ん
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日 

八 

当
せ
ん
金
支
払
開
始
期
日 

 
 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
八
日 

九 

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数 

等 

級 
 

 
 

 
 

当
せ
ん
金 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
本
数 

一
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
億
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
本 

一
等
の
前
後
賞 

 
 

 
 

一
億
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
本 

一
等
の
組
違
い
賞 

 
 

 

十
万
円 

 
 

 
 

 
 

九
十
九
本 

二
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
本 

三
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
本 

四
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
本 

五
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
円 

 
 

 
 

 
 

 

百
万
本 

  
 

 
 

 
 

 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
十
万
一
千
二
百
二
本 

備
考 

 
 

 

一
等
の
当
せ
ん
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四 

号
）
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。 

当
せ
ん
本
数
は
、
発
売
額
三
十
億
円
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。 

十 

注
意
事
項 

 

㈠ 

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若
し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受 

け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を
受
領
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

㈡ 

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。 

 

 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
告
示
第
六
百
六
十
三
号 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池  

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
千
十
四
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

受
託
銀
行
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行 

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

三 

発
売
の
数
及
び
総
額 

 
 

 
 

 

七
千
万
枚 

二
百
十
億
円 

（
三
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
七
単
位
（
七 

ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原
則
発
売
総
額 

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増 

額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

四 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
枚
三
百
円 

五 

証
票
型
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

開
封
式 

六 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
八
月
八
日
ま
で 

七 

抽
せ
ん
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日 

八 

当
せ
ん
金
支
払
開
始
期
日 

 
 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
八
日 

九 

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数 

等 

級 
 

 
 

 
 

当
せ
ん
金 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
本
数 

一
等 

 
 

 
 

 
 

 

三
千
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
本 

一
等
の
前
後
賞 

 
 

 
 

千
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
本 

二
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
本 

三
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
本 

四
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
本 

 

五
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
円 

 
 

 
 

 
 

 

百
万
本 

  
 

 
 

 
 

 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
十
一
万
二
百
三
十
本 

備
考 

 
 

 

当
せ
ん
本
数
は
、
発
売
額
三
十
億
円
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。 

十 

注
意
事
項 

 

㈠ 

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若
し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受 

け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を
受
領
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
㈡ 

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。 
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